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久々に集った～全校朝会～ 
 ５月８日から新型コロナウィルス感染症の

取扱いが２類から５類へ移行され，様々な活

動の規制が緩和されました。とは言え，学校

では基本的な感

染対策である換

気，手洗い，密の

回避など基本的

な感染対策は継

続して行ってい

きます。 

学びを深めた一日遠足 
 27日（金）は，天候にも恵まれ 1日遠足が

行われました。それぞれに目的地で目標を達

成できたようです。５年生は指宿の県水産技

術センターに行きました。そこでは，卵から

育てる栽培漁業

について学びま

した。多くの方に

支えられ，学びと

交流を深めた一

日遠足になりま

した。 

歯を大切に（むし歯予防学習） 
 17日（水）全学

年を対象にむし

歯予防学習が行

われました。鹿児

島歯科学院の生

徒さんたちが学

年の発達段階に

応じて分かりやすく指導してくださいまし

た。本校はう歯保有率は高くはありませんが，

治療率が低いことが課題です。治療勧告がき

た場合は早めの受診をお願いします。 

宇宿っ子の体力の実態は・・・ 
 18 日と 23 日に４年生以上の子供たちが体

力テストに臨みました。持久力や敏捷性，柔

軟性など体力の二極化が言われています。結

果をもとに自分に足りない体力を知り，伸ば

していきたいも

のです。同時に

暑い夏がやって

きますので，熱

中症対策も万全

に行いましょ

う。 

 

６月の主な行事予定 13 木 県民の日 

１ 木 内科検診（1,4年）学校開放委員会 15 土 ＰＴＡ企画行事 ※詳細は後日 

４ 日 日曜参観，災害時等引渡し訓練 17 月 （祝）海の日 

５ 月 振替週休日 20 木 一学期終業式 

６ 火 校内読書旬間（16日まで） 21 金 夏季休業 

10 土 土曜授業／ふれあい活動１,２年 21 金 水難事故防止運動強調期間 

15 木 学校保健委員会 26 水 水泳記録会６年生大会 

16 金 さわやか週間（20日まで） 27 木 水泳記録会５年生大会 

22 木 スクールカウンセラー来校 ８月の主な行事予定 

26 月 水泳学習参観週間 11 木 （祝）山の日 

30 金 
学級ＰＴＡ 

家庭教育学級（スマホ教室） 

13 土 学校閉庁日（～15日） 

21 月 出校日 

７月の主な行事予定 
梅雨入りも間近になってきました。体調の管

理には十分にご留意ください。 
６ 木 学校開放委員会 

８ 土 土曜授業／ふれあい活動３，４年 
 

「転ばぬ先の杖」の習慣化を 
先日，別用で校長室を訪れた６年の子が，「校長先生，実は…。」と，心配そうな顔で話し始

めました。正門前ではみんな手を挙げて横断歩道を渡っているのに，私の住む〇〇の横断歩道

では手を挙げていない人が多いとのことでした。横断の仕方については，歩行者が道路を歩行

するときに横断の意志を示す行為として道路交通法に定められています。本校でも手を挙げて

横断歩道を渡るように交通安全教室等を通して指導していますが，なかなか習慣化していない

現実があります。手を挙げるのは，左右を確認するための意識づけでもあります。 

もう一つ，交通安全上，懸念される課題があります。それは子供の自転車利用です。この４月

から自転車のヘルメット着用が義務化されたのはご存じのことと思います。校区内で子供の様

子を見ていると，多くの子がヘルメットを着用していますが，そうでない状況もちらほら見か

けます。また，本校の生活のきまりで，「小学３年生以下は，道路で自転車に乗らないようにし

ましょう」となっています。４年生以上が自転車に乗る時も，国道や旧道，バス通りなど大通り

では押して歩くようになっています。これについても守られていない子供を見かけ，声かけを

してくださった結果，子供たちは素直に応じて押して歩いて行ったと，校区内の方から情報が

寄せられました。 

宇宿小校区は，地域を挙げて交通事故を未然に防ぐための意識が高いと言えます。集団登校

を 41 年間続けていますし，交差点には通学保護員や町内会長，保護者などのボランティアの

方々が見守り活動やあいさつ運動を行ってくださいます。交通安全宇宿支部の方々も，横断幕

を掲示したり車両止めポールの設置を働きかけたりしてくださいました。あとは，子供たちに

学校・地域・家庭をあげて横断歩行のルール順守やヘルメット着用などの必要性を理解させ，継

続して実践させていくことです。「転ばぬ先の杖」の習慣化を図っていきましょう。そのために

は，子供たちへの一層の声かけが大切であると考えます。 

以下のことが守られていない状況があれば，ぜひ声をかけてくださるようようお願いします。 

 

  

 

  

〇 横断歩道のあるところを渡り，飛び出しは絶対にしません。 

〇 線路の横断は，踏切にあるところを渡りましょう。 

〇 線路に置き石をしたり，ふざけて警報機を押したりすることは絶対にしません。また，遮

断機に触ってはいけません。 

〇 危険を感じることがあったら，大声を出して近くの人や店などに助けを求めましょう。そ

して，すぐ交番や学校へも連絡しましょう（い・か・の・お・す・し）。 

〇 自転車の二人乗りはしません。 

〇 大通り（産業道路・国道・旧道・バス通り）では，自転車に乗らず，押して歩きまし

ょう。また，1年生から３年生までは，道路で自転車に乗らないようにしましょう。 

〇 自転車に乗るときは，ヘルメットをかぶるようにしましょう。また，点検もしましょ

う。 

※ 生活のきまり「宇宿のよい子」より抜粋  


